別表（第６条関係）
　 

	補助対象事業
	補助対象経費
	補助率・補助額

	民間事業者（第５条の要件を満たすもの）
	既存店舗が新たな商品やサービスの提供に必要不可欠な最小限のものであって、次の経費とする。

（1）設備費
冷暖房設備、音響設備、厨房機器及び厨房内設備は補助対象外とするが、新たな商品やサービスの提供に必要不可欠な設備及び備品については補助対象とする。

（2）店舗改装費
新たな商品やサービスの提供に密接に関連する改装であって、必要最小限のものとする。ただし、以下のものは補助対象外とする。
・店舗構造の変更や華美な装飾のもの
・建築確認が必要となる大規模修繕なもの
・建物の構造又は床面積を変更するもの
（3）その他
トイレの改修及び取り換え、従業員のスペース

	【補助率】
補助対象経費の２分の1以内
【補助限度額】
上限額  50万円
下限額　10万円



（注１）補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
（注２）補助額については、国・県等その他補助金の交付を受けた場合は、補助対象経費からその額を差し引いた金額に補助率を掛けて算出するものとする。
[bookmark: _GoBack]（注３）消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。
